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エグゼクティブサマリー
英国の国税当局（HMRC）が、金融取引と金融会社に係る二国間事前確認（APA）
プログラムを開始する意向を表明し、金融取決めに関して二国間APA又は多国間
APAを締結することが有益となる可能性のある英国の納税者にAPA申請の第一
段階となる「Expressions of interest」を勧めています。

HMRCは、適切な場合には二国間APAを提供するという今回の決定を複数の要因
と結び付けています。かかる要因には、経済協力開発機構（OECD）における最近の
ディスカッションに基づいて、多くの金融取引は複雑で価格設定が難しく、この領域
における移転価格の多くの側面について税務当局間のコンセンサスが欠如してい
るという認識が高まっていることが含まれます。HMRCは、二国間APAプログラム
を、OECDの税源浸食と利益移転（BEPS）プロジェクトの主要な目標に沿う形で納
税者により大きな確実性をより早期にもたらす方法と見ています。

オーストラリア国税庁（ATO）をはじめ、英国の租税条約の相手国の多くも、金融取
引に係る二国間APAを締結することに関心を抱いていると考えられ、HMRCはすで
に複数の他の税務当局と、APA交渉の一環として金融取引に関する協議を始めて
いると見られます。
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詳細な議論
背景

近年、関連者間貸付やキャッシュプール、保証料取決めなどの
金融取引の移転価格とグループ金融会社の役割に関して税
務当局からの指摘がかつてなく増えています。しかし、「non-
consensus（コンセンサスを得ていない）」文書として最近公
表された「BEPS行動計画8-10に関するディスカッション・ドラ
フト：金融取引」に顕著に見られるように、ほぼ全ての重要な領
域において税務当局間のコンセンサスが欠如しています。した 
がって、税務調査をめぐる環境は非常に難しいものになってい
ます。

オーストラリアのシェブロン事件1は、この領域における最も注
目すべき最近の判例法の判決であり、その影響を受けてATO
は、関係会社間貸付に対するATOのリスク評価プロセスに関す
る新たなガイダンスを公表しました2。シェブロン事件は、独立
企業間の金利の算定において関連者間貸付の取決めを総合的
に検討する重要性を際立たせました。この点に関しては、独立
企業間の金利を考慮するだけでなく、関連者間貸付の条件も
考慮する（関連者間貸付の担保や優先劣後関係、保証なども検
討する）必要があります。これには、貸付の条件が納税者の他の
内部貸付又は外部貸付と同等かどうか、同等でない場合、その
差異は商業的に説明できるものかどうかといったことが含まれ
ます。

ATOはまた、オーストラリア企業を相手方とする関連者間貸付
の金利設定に関する体系的なレビュープログラムも開始しまし
た3。この領域においては、他の複数の国・地域で訴訟になると
思われるケースやすでに訴訟となっているケースが見られま
す。多国籍企業にとっての懸念事項は、各国が新しい規則をさ
まざまな時期に導入し、さまざまな見解を取る中で不確実性の
余地が増大していることです。同様に、税務当局は、条約相手国
が異なるアプローチを取っているために、相互協議手続（MAP）
において解決の難しい事案を抱えることになりかねないことを
懸念しています。

その結果、大規模又は複雑な金融取引、あるいは大規模かつ
複雑な金融取引に関しては特に、協力的コンプライアンス、とり
わけAPAの利用が今後進むべき方向であるとの認識が税務当
局の間で広がっています。金融取引と金融会社に係る二国間
APAのプログラムを開始するというHMRCの施策は、協力的コ
ンプライアンスを重視する姿勢が強まっていることを端的に示
す例と言えます。

APAの動向

APAは、納税者と税務当局（単一又は複数）が、納税者の将来の
移転価格について、一般には少なくとも5税務年度を対象とし
て合意を締結することを可能にします。原則として、納税者は特
定の法定プログラムを通じて、又は場合によっては、二重課税
防止条約に含まれているMAPを利用して、複数の税務当局と
APA―すなわち、二国間又は多国間APA―を締結することが
できます。APAプログラムを設けている国、又は設ける予定の
国が増えています。

取引の複雑さに加え、関連者間貸付の金利設定や過少資本税
制、グループ金融会社の適切な定義をはじめとする、金融取引
の移転価格に対するアプローチにおける各国・地域間のコン 
センサスの欠如は、二国間APAの魅力を高めています。

APAプログラムを拡大して関連する金融取引を含めることは
前向きな動きである一方、権限ある当局からの追加的なリソー
ス（と、恐らくは税務当局のより柔軟な対応）が必要となります。
この点に対応するため、規模と複雑性に関する基準が適用され
る可能性が高いと思われます。

影響
金融取引を対象とする二国間APAは、以下に当てはまる多国
籍グループにとって特に注目すべきものとなる可能性があり 
ます。

• 大規模又は複雑な金融取引、あるいは大規模かつ複雑な金
融取引を行っている。

• すでに金融取引の移転価格に関して、場合によっては複数
の国・地域において、税務当局からの指摘や税務調査を受け
ている。

• 課される可能性のある二重課税の金額が大きく、MAP手続
では、必要とされる将来にわたる確実性をもたらすことがで
きないと考えられる。

• グループが抱えている大規模な移転価格リスクを積極的に
管理したいと考えている。

APAの結果、通常は5年ほどの期間にわたり、確認対象取引の
価格設定に関して税務上の確実性が得られます。つまり、その
期間中は税務調査を受けるリスクが著しく軽減されます。両締
約国が第9条に基づき過少資本税制が適切に扱われていると
みなしている（英国はこの立場）場合は、過少資本税制に関する
確実性も得られる可能性があります。二国間APAは、タックス・
コンプライアンス・リスクのコントロールに役立つことはもちろ
ん、会計上の観点からも、また、APAの対象に含まれる事業体
の売却案との関連においても有益となります。
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その場合、二国間APAは、グループ内金融取引の設計、実施、 
文書化、防御の他の側面と密接に関連することになります。

こうした側面には、以下が含まれると考えられます。

• グローバルな貸付の金利設定モデルと保証料設定モデル
の確立

• グループのグローバルな移転価格文書化サービスの定期
的な見直し

• 非金融取引に係る二国間APAの交渉

• 交渉や調停、MAP、共同税務調査を通じたものを含む、税務
調査における企業のポジションの防御

巻末注
1. Chevron Australia Holdings Pty Ltd v Commissioner of Taxation [2017] FCAFC 62.
2. ATO「Practical Compliance Guideline (“PCG”) 2017/4; ATO compliance approach to taxation issues associated with cross-border related party 

financing arrangements and related transactions」
3. ATOが最近開始した「Top 1000 Streamlined Assurance Review」プログラムを含む。
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